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衛生研究所に公害研究部を新設する。
衛生研究所公害研究部を廃止して、公害センターを新設し、庶務係、研究部（第

1科・第2科）を設置する。
テレメーター準備室を設置し、1係1部（2科）1室とする。
テレメーター準備室をテレメーター室と改め、研究部に第3科を設置する。
次長制を採用し、庶務係を庶務課と改め、研究部を廃止して、大気騒音部（第
1科・第2科）、水質部（第1科・第2科）を設置し、1課2部（4科）1室と
する。
大気騒音部第1科・第2科それぞれ同部特殊公害科、大気科と改め、水質部第
1科・第2科をそれぞれ同部河川水質料、工場排水科と改める。
テレメーター室を大気保全課に移管し、1課2部（4科）とする。
庶務課を庶務部と改めるとともに、衛生研究所環境衛生部衛生工学科・廃棄物

科が移管され、それぞれ廃棄物部一般廃棄物科・産業廃棄物科と改め、4部（6
科）とする。

総合的な企画、調整に．関すること
予算、経】聖に関すること

財産、物品巨こ関すること
二丈書、その他庶務事務に関すること

（57年4月1日現在）

特殊公害科】⊂謂琵琶害毒無蓋曇む貰墓、
環享亮太気中、工場排ガス中の

大気科－」二遥遠墓誌吾蓋窒票藁…諸手雪
こと

水質紅［

廃棄物

河川水質朴」二葦萎撃聾翌夏悪霊壷矧宣菖

工場排水科」二喜誓撃聾墓完悪霊壷票裏芸謂

部－［芸≡≡

閂一丁二這

若－［二

般廃棄物に係る調査研究に－

すること

産業廃棄物に詫奉る調査研究に

関すること

（昭和57年4月1日現在〕

区　　 分 人　員

人　　　　　 員　　　　　 内　　　　　 訳

所　長 次　長 庶務部
大 気 騒 音 部 水　 質　 部 廃 棄 物 部

部　長
特 殊
公害科

大気科 部　長 河 川
水質科

工 場
排水科 部　長 一般廃

葉物科
産業廃
乗物申

事 務 吏 員 3 3

技 術 吏 員 34 1 6 ロ 7 6 6 6 5 6 2 3

技
術
轡
貝

試験検査助手 3 6 1 6

自動車運転手 1 1

計 4 1 6 1 4 6 7 6 6 7 6 6 3 3
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業務分掌 昭和57年4月1日現在

部 課　　　 科　 職　　　　 名 氏　　　 名 事　　 務　　 分　　 担

庶　 務　 部

所　　　　　　　　　 長 石　 屠　 企救男 所内統括

次　　　　　　　　 長 川　 瀬　 善　 一 所長補佐

庶　　 務　　 部　　 長 唐　 澤　 幸　 男 部内統括、予算

主　　　　 任 大　 木　 和　 恵 経理、物品、決算

主　　　　 任 田　 中　 翠　 子 経理、福利厚生、一般庶務

技　　　　 師 金　 子　 光　 孝 自動車の運行・管理

大気騒音部

大　気　騒　音　部　長 北　 野　　　 拓 部内統括

特殊公害科

特殊公害科長 新　 井　 真　 杉 科内統括

主　　　　 任 小　 林　 良　 夫 騒音・振動の試験険査・調査研究

主　　　　 任 昆　 野　 信　 也 悪臭・光化学物質の試験検査・調査研究

主　　　　 任 松　 岡　 達　 郎 振動・騒音の試験検査・調査研究

主　　　　 任 湯　 沢　 修　 二 悪臭・自動車排ガスの試験検査・調査研究

技　　　　 師 江　 角　 光　 典 自動車排ガス・悪臭の試験検査・調査研究

技　　　　 師 白　石　 英　 孝 騒音・振動の試験検査・調査研究

気　 科

大　気　科　長 水　 上　 和　 子 科内統括

主　　　　 任 小　 川　 和　 雄 粒子状物質の試験検査・調査研究

有害ガスの試験検査・調査研究主　　　　 任 長　 田　 奉　 呈

技　　　　 師 石　 井　 達　 三 粒子状物質の試験検査・調査研究

粒子状物質の試験検査・調査研究

有害ガスの試験検査・調査研究

技　　　　 師 竹　 内　 庸　 夫

技　　　　 師 須　 藤　　　 勉

水　 質　部

水　　 質　　 部　　 長 和　 田　 雅　 人 部内統括

科内統括

河川水質料

河川水質課長 五　 井　 邦　 宏

主　　　　 任 須　 貝　 敏　 英 河川水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 松　 本　 賢　 一 河川水質等町試験検査・調査研究

主　　　　 任 野　 口　　　 勝 河川水質等の試験検査・詞査研究

技　　　　 師 杉　 崎　 三　 男 河川水質等の試験検査・調査研究

技　　　　 師 丸　 山　 由善雄 河川水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 長　 島　藤太郎 河川水貿等の試験検査補助

工場排水科

工場群水科長 伊　 藤　 誠一郎 科内統括

主　　　　 任 谷　 口　通　 朗 工場排水水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 山　 口　明　 男 工場排水水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 植　 野　　　 裕 工場排水水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 石　 山　 栄　 一 工場排水水質等の試験検査・調査研究

主　　　　 任 吉　 原　 ふみ子 工場排水水質等の試験検査補助

廃棄物部

廃　 棄　 物　 部　 長 吉　 岡　 勝　 平 部内統括

一般排葉物科

一般廃棄物
科　　 長 丹　 野　 幹　 雄 科内統括

一般廃棄物の試験検査・調査研究主　　　　 任 清　 水　 典　 徳

主　　　　 任 稲　 垣　 礼　 子 一般廃棄物の試験検査補助

科内統括

産業廃棄物の試験検査・調査研究産業廃棄物科

産業廃棄物
科　　 長

小　 林　　　 進

主　　　　 任 小　 野　 雄　 策

技　　　　 師 稲　 村　 江　 里 産業廃棄物の試験検査・調査研究
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予　　算

昭和56年度予算（最終）

歳　入

款　 項　 目 節 予　　 算　　 額 備　　　　　　　　　 考

⑥使用料及び
手 数 料

（2）手 数 料

1）総務手数料

2環境手数料

　 円

636，000

、 636，000
636，000

636，000

歳　 出

款　 項　 目 節
予　　　　 算　　　　 額

公害センター 行政各課からの令達　　　 総　　　 額

②絵 務 費

（1）総務管理費

1）一般管理費

2）人事管】翼賛

（3）環 境 費

9 旅　 費

9旅　 費

円

20，370，000

20，370，000

20，370，000

969，000

100，000

2，812，000

円　 円

27，389，388 47，759，388

139，405 139，405

68，545 68，545

68，545 68，545

70，860 70，860

25，860 25，860

19 負担金福助

及 び交 付 金

3職 員手 当等

45，000　 45，000

27，205，000　 47，575，000

1）環境捻蕃費

3）公害対策費

⑧土 木 費

（5）都市計画費

40，000　 40，000

40，000　 40，000

27 165 000　 47 535 008

7 賃　 金

8報 償 費

9 旅　 費

） I I †
230，000 1，199，000

160，000　 260，000

1，983，000　 4，795，000

11需　 用　 費　　　 7，7掴，000 16，209，000　　　 23，913，000

12役　 務　 費　　　 1，480，000 13，800　　　 1，493，000

13委　 託　 料 8，500，000　　　 8，500，000

15工事 請 負費 70，000　　　　　 70，000

18 備品購 入費　　　 7，220，000 7，220，000

27 公 課 費　 85，000

9旅 費

　　 85，000

44，983　 44，983

44，983　 44，983

5）下 水 道 費 44，983　　 44，983

29，983　　 29，983

11P需　 用　 費 10，000　　　　 18，000

12 役　 寮　 費 5，000　　　　　 5，000
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事業概要

◎　大気騒音部

大気汚染、騒音、振動、悪臭等に係る試験棟査及び調査研究を、次のとおr）実施した。

○　特殊公害科

（1）行政検査・行政罰査

ア　自動車排出ガスの調査

自動車排出ガス対策事業（大気保全課）の一環として、県内の主要幹線道路及び車両の渋滞の著し

い地点を対象として、一酸化炭素、二酸化窒素について、22市町の協力のもとに、1市町当たり約1

ヵ月の期間で調査を実施した。

調査の結果、一酸化炭素は、減少傾向を示しているが、二酸化窒素は、依然として高濃度であるこ

とが、明らかになった。

イ　道路交通に係る二酸化窒素の調査

道路交通公害対策絵合調査事業（大気保全課）の一環として、道路交通に起因する二酸化窒素につ

いて、沿道からの距軽による減衰を，調査した。調査地点は、朝霞沿道環境局周辺50地点で、調査回数

は年4回、測定器として簡易測定器（バッジ式）を用いた。

その結果については、本年報P27～P33に掲載した。

り　光化学汚染実態解析調査

窒素酸化物対策事業（大気保全課）の一環とLて前年度に引続き、光化学汚染に係る汚染構造解析

調査を行った。本年度は、窒素酸化物等の汚染原因物質排出量の抑制が、光化学汚染にどの様な影響

を与えるかを知るため、光化学汚染（物理化学）モデルを用いた移流反応シミュレーションを行った。

その結果については．、本年報P83に掲載Lた。

エ　健康影響調査地区の環境汚染調査

窒素酸化物村策事業（大気保全課）の一環とLて、簡易測定器（バッジ式）を用いて、衛生部で実

施Lている健康影響調査地区において、二酸化窒素濃度を調査Lた。調査地域は、久喜・幸手・飯能

など6地域、調査地点数は、1地域当たり20地点、調査回数は、年4回である。

その結果については、本年報P35～P41に掲載Lた。

オ　悪臭防止に関する調査

悪臭防止対策事業（大気保全課）の一環とLて、公害防止条例第85条にいう悪臭規制工場等の業種

拡大のための基礎資料を得るために、三点比較式臭袋法による臭気濃度を測定した。調査対象は、鋳

物製遺業、下水処理場等10件である。

（2）依頼検査

ア　自動車排出ガス関係

市町独自で実施している自動車排出ガス調査のうち、－・酸化炭素濃度について検査依頼を受け、測

定を行った。

イ　悪臭関係

油脂工業等から発生する悪臭物質について調査L、その原因を究明した。

り　騒音振動関係

織物業、製缶業から発生する騒音振動の測定解析を行い、その防止対策を助言した。

（3）調査研究

ア　脱臭触媒の特性調査
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各種有機溶剤を対象とL、数種類の触媒を焼結製作して、それぞれの触媒の有機溶剤に対する除去

効果、及び温度による除去効率の変化を検討Lた。その結果、酸化銅、アルミナ等は、ベンゼンの脱

臭に効果があることが明らかになった。

イ　炭化水素類の光化学スモッグに及ぼす影響に関する研究

炭化水素類と光化学スモッグとの因果関係を解明するため、その基礎的研究の一環として、一般環

境、沿道環境における低・中沸点炭化水素類の調査法について検討した。

その結果については、本年報P83に掲載した。

り　悪臭除外設備の適正化に関する調査

工場に設置されている悪臭除外設備について、その除去対象物質、除去方式及びその能力を調査し、

除去対象物質の種類、濃度、総量等に応じた適正な方式規模を検討した。

その結果については、本年報P13～P17に掲載した。

ェ　廃棄物熟エネルギー利用による公害実態調査

産業廃棄物の熱エネルギー利用の状況と、それに伴うばいじん、有害ガス、悪臭物質等の排出実態

を調査した。

その結果については、「廃棄物の熱エネルギー利用による公害実態調査報告書」に報告した。なお、

本調査は、大気科との共同調査である。

オ　光化学二次生成物質調査（環境庁委託事業）

光化学大気汚染による健康被害のうち、主として、眼刺激症状の原因物質といわれている光化学二

次生成物質の実態を把握するため、当所を測定地点とLて、7月から8月にかけての4週間、調査を

行った。

調査項目は、PAN、アルデヒド茸、ガス状硝酸、浮遊粉じん中の硫酸根、硝酸根であり、その結

果については、「昭和56年度　光化学二次生成物賓調査」に報告Lた。なお、本調査は、大気討との

共同調査である。

（4）昭和56年度試験検査実施状況
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検査項 目 自　動 車
N O x N N ＋4

自 動 車　■ヾ 法 定 悪 その他の 騒　　 音 悪臭物質
計

（検査 の種額） 排出 ガス
排 カ ス
（自動測定桂）

異 物 質 有棲物質 周波数分析） （官能法〕

行　　　　 政 60 4 ，54呂 40 14，7 84 10 19，44 2

依　　　　 頼 12 14 5 3 34

研　　　　 究 1，99 8 1 ，990

計 72 4，54 8 40 14 ，7朗 14 1，99 5 3 10 21 ，466

○　大気科

（1）行政検査・行政調査

7　酸性降雨の測定

酸性降雨等対策事業（大気保全課）の一環とLて、降雨毎に雨水の採取を行い、pIi、電気伝導度、

硫酸イオン、硝酸イオン、塩素イオン、アンモニウムイオンの分析を実施Lた0

雨水成分の経年変化、雨水成分相互間乳酸性降雨原因物質の検討等を行った0さらに、県内広域

で酸性降雨の出現目について、気象条件の検討も行った。

イ　浮遊粉じん中の重金属調査

大気環境特別対策事業（大気保全課）の一環として、一般環境中の浮遊粉じんに含まれる重金属に

一　5　－



よる汚染の実態を明らかにする目的で調査を実施Lた。

戸田、所沢、越谷、大宮、熊谷の各市測定地点において、毎月、調査を行った。調査項目は、粉じ

ん量、クロム、バナジウム、鉛、カドミウム、亜鉛、ニッケルである。

各金属の地域汚染分布、季節による変動、経年変化、各金属成分相互の関係等について検討を行っ

た。なお、53年度からの調査結果をまとめたものを、本年報P55～P60に掲載した。

ウ　沿道粉じん調査

道路交通公害対策総合調査事業（大気保全課）の一環として、道路周辺における浮遊粉じんの汚染

レベルを明らかにする目的で、春日部市内国道16号周辺で粉じんの実態調査を行った。

道路端から、3m、10m、21m、48mの位置で粉じんを採取し、粉じん量、硫酸塩、各種重金属の

分析を行った。

その結果については、本年報P43～P48に掲載した。

ェ　デジタル粉じん計の重量濃度変換係数（F値）の算出

大気汚染状況測定事業（大気保全課）の一環として、常時監視測定で使用されている光散乱式デジ

タル粉じん計による浮遊粉じんの測定値を、重量濃度に換算するため、F値を求める調査を行った。

浦和、川口、戸田、所沢、越谷の大気汚染常時監視測定地点において、毎月2回、ローポリュムエ

アサンプラーを用いて浮遊粒子状物質の測定を行いF値を算出した。

オ　セメント焼成炉から排出される窒素酸化物の測定

燃料転換に係る環境調査（大気保全課）の一環として、セメント焼成炉から排出される窒素酸化物

について、重油から石炭への燃料転換がほぼ100％完了した状態での、燃料転換に伴う排出量の変化

を測定Lた。（調査対象工場　5工場8施設）

カ　ばい煙発生施設の調査

大気汚染発生源蔑制指導事業（大気保全課）の一環とLて、工場、事業場から発生するばいじん、

有害物質の測定等を行った。

キ　苦情対象工場に関するばい煙排出実態調査

会害監視指導事業（大気保全課）の一環とLて、苦情対象工場、事業所及びその周辺環境において、

ばいじん及び有害ガス等の測定を行い、苦情等に対する適切な指導を行うための基礎資料とLた。調

査対象は、鉛溶解炉、アルミ二次精練施設等であった。

（2）依頼検査

市町村からの依頼により、降下ばいじん及び硫黄酸化物について検査を行った。

ほ）調査研究

ア　重油燃焼ボイラーのNOx排出低減対策に関する研究

県内ばい煙発生施設数の6割を占めるボイラーの、NOx排出量低減対策に資するため、低NO荒技術

導入ボイラーの低減効果の調査を行うとともに、未対策ボイラーの実測値及び各種既存資料の収集、

評価を行った。

これらの結果をもとに、県内の非常に多い中小規模ボイラーのNOx低減技術導入の考え方をとりま

とめ、「中小規模ボイラーの窒素酸化物低減対策技術指導書」に報告Lた。

イ　大気中浮遅粉じんへの自然発生源からの寄与率に関する研究

都市大気中浮遊粉じんにおける自然発生海からの汚染寄与率を推定するため、都市及び非汚染地域

において、浮遊粉じんの粒径分布調査を行った。

土壌粒子の指標として、粗大粒子領域のアルミニウム、海塩粒子の指標として、粗大粒子領域のナト

tjウムを用い、大気中浮遊粉じんの自然発生源からの寄与率の推定を試みた。
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その結果については、本年報P49～P53に掲載Lた。

（4）昭和56年度試験検査実施状況

検 査項 ‖ と
その件 数

（検査 の種 類）

p H 導電率 S O 2「 N O 言 C ∠‾ N H ‡H C H O 粉 じん

嘩道

ほ い
しん

降下

はい
L ん

C r Ⅴ C d P b Z n N i F e

行　　　 政 197 19 7 19 7 1 97 19 7 1 97 8 4 5 36 0 0 5 6 69 16 1 16 4 1 6 1 16 1 1 6 1

依　　　 軸 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0

研　　　 究 0 0 8 0 80 9 3 0 8 0 2 8 7 0 2 2 0 0 15 15 15 1 5 33

計 19 7 197 27 7 2 77 29 0 197 16 4 8 23 3 58 5 6 6 9 1 76 17 9 176 17 6 194

検 在 J貝【i と
その 件数

（検査の種類）

M n C u C a M g K N a N O x S O x H C I H N O 3 0 2
アセ ト

アルデ

ヒド

水分 形態 慮速 計

行　　　 政 16 1 0 0 0 0 0 17 2 0 3 6 0 17 2 0 18 0 2 10 3，504

依　　　 軸 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 8 0 7 3

研　　　 究 15 15 18 18 8 1 8 1 50 1 5 0 10 3 20 6 0 2 00 0 84 1，495

田 17 6 1 5 18 18 8 1 8 l 2 22 4 1 36 10 3 1 92 6 0 2 18 8 2 94 5，072

◎　水質部

○　河川水質料

（1）行政検査・行政調査

ア　公共用水墟の定期水質測定

主要河川水質監視事業（水質保全課）の一環とLて、荒川水系ほか3水系について、水質測定を実

施Lた。

水系別測定地点数等は、次のとおりである。

永　 系 河川敷

公害センター採水地点 その他

建 設 省
政令3市

計
A B C D E 計

荒　　　 川 19 6

6

8 （1）

4 （1）

ロ

10 （1）

2 （2）

11 （1）

3 （2）

17 25 42

新 河 岸 川 6 11 0 11

利　 根　 川 7 5 10 15

中　　　 川 8 13 6 19

計 40 7 12 （2） 11 （1） 2 （2） 14 （3） 46 41 87

公害センター分析地点 7 12 4 3 26

≡
三
三
箸
箆
　
⊆
巨
き
巨
象
E
J
邑
≧
【
亡
監
事
▲
∈
F
㌃
∈
ト
巨
卜
軒
巨
L
ぎ
巨
夏
」
享
√
ぎ
空
監
賢

（）は環境巷卓原型指定のない水城の地点で、合淀先河川の類型に含めたものを示す0

ィ　公共用水域等において、魚浮上、水質の環境基準超過等の事態発生（18件）に伴う水質分析

（81検体）を行った。

（2）依頼検査

住民からの依頼により、埋立用土砂の分析を行った。
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（3）調査研究

ア　河Jllの生物学的調査

河川環境を評価するためには、河川における生物の生息状況を知る必要がある0このため昭和56年

度には、中川水系の本■支川（11地点）を対象とし、付着藻類t底生動物■流下動物プランクトンな

どについて調査した。

中川水系では、生物の種類が少なく、河川の礫の裏面が黒色を呈している地点が多い0なお詳細に

っいては、「河川の生物学的調査（中川水系について）‥環境浄化対針省エネルギー・省資源対策に

係る共同研究報告書」に掲載した。

イ　横瀬川に関するp甘調査

定期水質調査時に、pHの値がしばしば環境基準を超えることがある0そこで特に頻度の高いA類型

の横瀬川を対象とし、本・支流42地点での線的な調査、及び4地点での日変化を見る通日調査を行い、pH

の値が上昇する原因を究明した。結果については本報の調査研究編P61～P70に掲載した0

（4）昭和56年度試験検査実施状況

検査項 目 と ◎ （9 ◎

C O D

◎ ◎ n へキ ◎ （9 ◎ ◎ （9 ◎ ◎

導電率 C ‡‾ M B A Sその件 数

（検査の種 類）

p H D O B O D S S
大腸菌

群 数

サン
抽 出
物 質

C d C N
有境

リソ

P b 6V －C r A s T －H g

行　　　 政 （10） （2 7） （1 81）
31 5

（16） （2 19） 24
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） 3 50 32 5 0

35 5 3 2 5 3 18 3 17 22 8 3 12 35 4 1 68 3 12 3 3 7 3 12 3 1 2

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 0
（0）

1
0 0

（0）

1

（0）

1

（0）
1

0 0 0 0

研　　　 究 1 57 10 5 85 1 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 1 24 52

計 5 12 43 0 4 0 3 4 45 35 0 2 2畠 2 4 3 1 3 3 54 16 8 3 1 3 33 8 3 13 3 12 5 0 7 4 49 52

・
－
－
－
－
－
・
－
－
・
」
1
J
－
1
1
」
I
 
l
一
一
一
・
一
1
1
1
1
1
1
」
」
．
自
n

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

検査項 目と

その件数

（検査の種類）

P O ミ‾ T －N T －P N H 4－N T －C r C u
7 ェノ

ール類

◎

P C B その他 気 温 水温 透視度 臭気 畠相
流量 計

A （453）

超過率

（A／B ）

行　　　 政 314 4 3 14 4 9 6 1 2
（0）
31

8 6 72 6 72 6 7 2 6 72 6 7 2 64 B 〔3，68 1
8，798

（8）

　 ％

12 ，31

依　　　 頼 0 0 0 0 ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 〔5〕
5

0

研　　　 究 78 52 5 2 97 0 8 0 0 呂22 10 5 157 6 0 60 6 0 60 2，446

計 39 2 56 36 6 10 1 9 6 12 3 1 呂30 7 77 82 9 7 32 73 2 7 32 12 4 11，241

◎のあるものは環境基準項目　行政検査欄の（）は基準起過検体数

○　工場排水料

（1）行政検査・行政調査

ア　工場・事業場排出水汚染状況調査

工場、事業場排出水規制事事業（水質保全課）の一環とLて、水質汚濁防止法及び県公害防支条例

に基づき、汚濁水菜生源に対して、排水基準を遵守きせるため、工場、事業場534ケ所、582検体につ

いて、水質検査を行った。工場、事業場への立入、指導、採水等は保健所（中央、川越、熊谷、春日

部）の公害監視室が行った。公害センターが水質検査を行ったものは次のとおりである0
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∈
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巨

巨
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特定施設
番　 号

特　 定　 施　 設
工場事

業場数
検体数

72 し尿処理施設 152 155

65 酸又はアルカリ表面処理施設 92 105

66 電気メッキ施設 70 73

63 金属製品製造業又は機械器具製造業 22 22

71 の 2 科学技術に関する研究、試験検査機関 17 19

2 畜産食料品製造業 15 15

64 ♂〕2 水道施設 田 田

53 ガラス又はガラス製品製造施設 9 9

そ　の　他 92 119

（条例）

計

54

534

54

582

イ　事故発生時の原因究明調査

公共用水域において、有害物質の環境基準超過、魚類のへい死、浮上等の事故時に、その発生源及

び原因物質の究明のため、13件について水質分析を行った。

（2）調査研究

ア　排水処理法実態調査

工場∴事業場の排水基準違反件数は、県中期計画により監視、指導体制が整備きれ減少Lたo Lか

し依然とLて排水基準を超過する工数事業場がある0ニれらの工場、事業場については単なる規制

の強化では排水基準を守ることが困難である0そのため、工数事業場の内部に立入って、生産工程、

排水処理施設の構造、処理効果、推持管理状況等における問題点を調査Lた0本年度は繊維染色業に

ついて調査を行った。

イ　生物学的排水処理における生物相の検討

生物学的排水処理法は、生活排水、食料品製造工場排水等に広く採用されている処理法である0こ

の処理法は通常の管理下で特に処理効率が低下L、排水の水質が悪化することがある8この原因の一

っに、生物相の推持管理の難Lきがある0このため、排水処理の進行状況を適格に把握するための指

標となる生物相の探索を行った。その結果は本年報P7トP75に掲載Lた0

（3）昭和56年度試験検査実施状況

検 査 項 目 と

そ の 件 数

（検 査 町 種 類 〕

p H B O D S S C O D C N T －C r 6 V－C r C d P b C u Z n
溶 解

性 鉄

溶解

7 ソ
ガ ン

A s フェノ

－ル尊

有 畿

リ ン

n －－・・【＼
キサ ン
抽 出
物 質

T －H芦 F

行　　　 政 5畠1 4 3 3 4 33 8 4 66

0

98 1 12 2 4 38 8 5 1 02 64 10 8 4 3

0

37 9 27

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

詞 査 研 究 142 10 7 10 7 74 0 4 ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

5 40 113 1 0 8 4 4 0 9 2 7
計 72 3 54 0 158 6 6 10 2 24 38 85 10 2 64

－　9　－
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検査項目の
その件数

（検査の種寮）

濁度 T －P

l

T－N ーNO3・N NO2－N NH4－N
有機態

窒素
ML－SS

溶解性

BOD

膚解性

COD

COD

（直火）

残留

塩宗

醇存

酸素

アルカ

リ度
生物相臭気．水温 計

行　　　 政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2，218

依　　　 頼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調査研究 94 75 74 63 63 63 63 28 88 104 140 2 26 73 32 76 113 1，615

計 94 75 74 63 63 63 63 28 88 104 140 2 26 73 32 76 四 3，833

◎　廃棄物部（所属改正のため詳細については、衛生研究所報16号一1982年に記載されている）

埼玉県で排出される廃棄物は、人口の急増、都市化の進展、生活水準の高度化により、最近　特に

その量が増大して性状の多種多様化も著しくなr）、不法な投棄や処理処分の基準に違反した不適正処

理も増加の傾向にある。これらの廃棄物を適正に処理することが急務であるが、土地が高密度に利用

された内陸県である事情もあって、新たな埋立処分地の確保が困難となりつゝあー）、県民の生活環境

保全の面から問題となってきている。

埼玉県における廃棄物関係の試験研究は、従来、衛生部衛生研究所環境衛生部の衛生工学科、並び

に廃棄物科で所管していたが、昭和57年度から環境部公害センターに移管されて、それぞれ廃棄物部

の一般廃棄物科、並びに産業廃棄物科と改められた。

○　一般廃棄物科

（1）行政検査・行政調査

一般廃棄物処理施設等検査監視指導事業の一環とLて、県内のし尿処理施設、ごみ処理施設、し尿

浄化槽などを対象に調査を実施Lている。

（2）依頼検査

一般廃棄物について有料検査を実施Lている。

（3）調査研究

衛生研究軌水産試験場との共同研究とLて、河川水の浄化対策に関する衛生的捻合調査のうち、

河川水質調査（元荒川、新方川）を行った。

（4）昭和56年度試験検査実施状況

区　　　 分
行　政　検　査 一般債療検査 計

検　査 検　査 不　適 不　適 検　査 検　査 不　適 不　適 検　査 検　査 不　適 不　適
件　数 項目数 件　数 率（％）件　数 項目数 件　数 率（％）件　数 項目数 件　数 率（％）

し尿処理施設 四 田 田 219 田 田 田 6．0 田 田 田 17．1

ごみ　　　 〝 田 田 田 田

し　尿　浄　化　槽 田 田 四 田 田 四

その他（河川水等） 舗 媚Q 口 口 田 四

計 田 1，454 田 四 国 2，426
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○　産業廃棄物科

（1）行政検査・行政調査

産業廃棄物監視指導事業の一環として、産業廃棄物の不法投棄による汚染、最終処分場等の埋立地

と近辺の浸出水、土壌汚染、中間処理などに関する調査を実施している0

（2）依頼検査

産業廃棄物について有料検査を実施している。

繊維工業試験場との共同研究として、廃水中の各種成分の除去機構について、染色工場を対象とし

て実施した。

（4）昭和56年度試験検査実施状況

区　 分

行　　　 政　　　 検　　　 査 調　　 査　　 研　　 究 総　 計

産　 業　 廃　 棄　 物 産業廃棄物由来の検査 埋立完了地
適 正検 査

j埋立予定地
環 境 調査

共 同研究 検査

件数

検 査

項目数検査 検　査 不適 不適率 検査 検　査 不適 不適率 検査 検　査 検査 検　査 検査 検　査

件数 項目数 件数 （％） 件数 項目数 件数 （％） 件数 項目数 件数 項目数 件数 項目数

汚　 泥 0　　 0　　 0　　 0 ．0 0　　 0　　 0　　 0 ．0

15　　 436 7 0　3，246 98 1，96 0 184　5，649鉱 さ い 1　　 7　　 0　　 0．0 0　　 0　　 0　　 0 ．0

そ の他 0　　 0　　 0　　 0．0 5　　 50　　 0　　 0．0 5　　　50

計 1　　 7　　 0　　 0 ．0 5　　 50　　 0　　 0．0 15　　 436 70　3 ，246 9 8 1，96 0 189 5 ，699
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